
竹原市地域防犯カメラ設置補助金概要 

制度の目的 

 

 

 

 

補助対象団体 

 

 

補助対象経費 

 

 

 

補助率及び上限額 

 

 

 

募集期間等 

 

 

お問合せ先 竹原市総務部危機管理課 ☎２２-２２８３  

安全で安心なまちづくりを推進するとともに、地域の自主的な取組みを支

援するため、防犯組合、自治会等が地域に設置する防犯カメラの設置費用の

一部を補助します。 

防犯活動を行っている防犯組合、自治会等の営利を目的としない地域の団体 

ア．防犯カメラの機器購入及び設置工事にかかる経費 

イ．防犯カメラの設置を示す看板の設置にかかる経費 

補助率：補助対象経費の３／４（千円未満切捨） 

上限額：１箇所につき３０万円を限度 

４月～９月末まで団体を募集し、先着順に受付し、予算額に達し次第終了 



 

 

日程 竹原市 申請者（防犯カメラ管理団体） 

当年度 

5月～ 

9月頃 

（①～③） 

 

 

 
補助金交付申請の準備 

○防犯組合・自治会内の同意及び設置する場所の所有者等

からの同意 

○許可等の各種手続き 

○管理運用規程の作成等 

※道路や公園に設置する場合は、事前に各道路管理者、公園管

理者までお問い合わせください。 

 

 

 

 

■申請書類 

①交付申請書 ②見積書等 ③防犯カメラのカタログ等

の資料 ④申請団体の総会等の書類 ⑤設置する場所の

所有者等から、同意書又は許可証等の書類  

⑥地域防犯カメラ管理及び運用規程 ⑦団体規約及び

役員名簿 

※交付申請は必ず工事施工前に行ってください 

 

 

 

 

■工事実施期間 

 

 

 

 

■申請期間 支払が完了した日から１4日以内 

■申請書類 

・実績報告書 

・領収書等 

・設置箇所の位置図と写真 

・設置されたカメラにより撮影した画像 

 

当年度 

9月～ 

12月頃 

（④～⑤） 

当年度 

1０月～ 

1月頃 

（⑥～⑧） 

補助金交付手続きの流れ 

①交付の申請 

⑧完了 管理及び運用 

②内容の審査 

③交付の決定 

④工事の実施 

⑤工事の完了報告 

⑥完了審査 

⑦補助金の額の確定・ 

支払い 

事前協議 

③交付の不採用 


